
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              第１節 計画策定の趣旨 

                  第２節 計画の性格と構成 

                  第３節 計画の期間 

                                                 

第 １ 章 

  

総   論 



第１章 総論 

第１節 計画策定の趣旨 

 

【埼玉県地域保健医療計画】 

 急速に高齢化が進展する中、いつまでも健康を実感しながら、いきいきとし

た暮らしを送ることは県民一人一人の願いです。 

 そのためには、一人一人が自分の健康に留意して、適切な生活習慣に改善す

るとともに、病気にかかったときに質の高い保健医療サービスを受けられる

体制が整備されていることが必要です。 

 こうした体制を整備することを目的として、本県では、昭和 62 年度に第１

次の埼玉県地域保健医療計画（以下「医療計画」という。）を策定しました。

その後、急速な少子高齢化の進展や生活習慣病の増加など、保健医療を取り

巻く環境の変化に対応するため、平成４年度（第２次）、平成９年度（第３

次）、平成 14 年度（第４次）、平成 20 年度（第５次）の４度にわたり医

療計画の見直しを行ってきました。 

 平成１８年の医療法改正では、「医療機能の分化と連携（個々の医療機関が

それぞれの医療機能を担い、お互いに連携すること。）による切れ目のない

医療の提供」や「医療情報の提供による適切な選択の支援」、「医師の地域

偏在や診療科間の偏在による産科・小児科等の医師不足問題への対応」など

を内容とした医療計画制度の大幅な見直しが行われ、厚生労働省から新たに

「医療提供体制の確保に関する基本方針（以下「基本方針」という。）」が

示されました。 

 これを踏まえ、本県では、第５次の医療計画の策定に当たり、がん、脳卒中、

急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病、小児医療、周産期医療、救急医療、災害時

医療、へき地医療の５事業における医療連携体制の構築などに関する見直し

を行ってきたところです。 

 また、平成２４年３月に基本方針の一部改正があり、前記の４疾病・５事業

に新たに精神疾患の１疾病及び在宅医療が加わり「５疾病・５事業及び在宅

医療」における医療連携体制の構築を求める改定基本方針が示されました。 

 これらの状況に対応するとともに、平成２４年度に第５次の医療計画の期間

が終了することから、県民の健康でしあわせな社会の実現の推進を図るため、

これまでの計画を見直し、平成２５年度を計画初年度とする第６次の医療計

画を策定するものです。 
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【埼玉県健康長寿サポートプラン（埼玉県医療費適正化計画）】 

 日本は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制

度を実現し、世界有数の高い平均寿命と保健医療水準を達成してきました。 

 しかしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長化、国民生活や意識の変化

等、医療を取り巻く様々な環境の変化の中で、国民医療費が国民所得の伸び

を上回っている状況です。 

 今後とも、日本の医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために

は、高齢化の進展に配慮して県民のＱＯＬ（生活の質）の維持、向上を図り

つつ、高齢者の医療費を中心に、本県の医療費が過大に増大しないようにし

ていく必要があります。 

 このような状況の中、平成１８年の医療制度改革において、医療費適正化を

推進するための計画（以下「医療費適正化計画」という。）に関する制度が

創設され、本県では、平成２０年度に特定健診・保健指導の実施目標、療養

病床の削減や平均在院日数の短縮に関する目標などを内容とした埼玉県健

康長寿サポートプラン（埼玉県医療費適正化計画）を策定しました。 

 その後、国により療養病床の削減に関する目標を凍結することとされ、平成

２４年９月には、病院・病床機能の分化・強化や在宅医療の推進などを図る

ことにより、医療機関における入院期間の短縮を目指すことを内容とした国

の新たな基本方針が示されました。 

 これらの状況を踏まえるとともに、平成２４年度に埼玉県健康長寿サポート

プラン（埼玉県医療費適正化計画）の期間が終了することから、平成２５年

度を計画初年度とする新たな計画を策定するものです。 

 

【埼玉県健康長寿サポートプラン（埼玉県医療費適正化計画）の医療計画への一体

化】 

 埼玉県健康長寿サポートプラン（埼玉県医療費適正化計画）は、「県民の健

康の保持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を目指すもので、医療計

画と密接に関連しています。そこで、取組の効果的・効率的な推進を図るた

め、今回の医療計画の見直しに併せ、埼玉県健康長寿サポートプラン（埼玉

県医療費適正化計画）を第６次の医療計画と一体的に策定するものです。 

 

第２節 計画の性格と構成 

１  計画の性格 

 この計画は、医療法第 30 条の４に基づく「医療計画」及び高齢者の医療の

確保に関する法律第 9 条に基づく「医療費適正化計画」であるとともに、
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以下の関係計画等との整合性を図った保健医療に関する総合的な計画です。 

 

 ・埼玉県５か年計画－安心・成長・自立自尊の埼玉へ－ 

 ・埼玉県健康長寿計画（仮称）（健康増進法） 

 ・埼玉県がん対策推進計画（がん対策基本法） 

 ・埼玉県高齢者支援計画（介護保険事業支援計画・介護保険法、老人福祉計

画・老人福祉法） 

 ・埼玉県障害者支援計画（障害福祉計画・障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律、障害者計画・障害者基本法） 

 

 また、この計画は、県だけでなく市町村や保健医療関係機関・団体等も含め

て、推進すべき施策の方向性を示すものです。併せて、県民の自主的、積極

的な行動を誘引する性格を持つものです。 

 

２  計画の構成 

 第１部  計画の基本的な考え方 

計画策定の趣旨、計画の性格、計画の背景、基本理念などを定めています。 

 第２部 保健医療の推進 

 保健医療に関する現状と課題、課題への対応、具体的な数値目標や主な取

組などを定めています。 

 第３部 医療費適正化の推進 

医療費適正化に関する現状と課題、課題への対応、具体的な数値目標や主

な取組などを定めています。 

 第４部 計画の推進体制等 

各保健医療圏における推進体制、実施主体の役割、推進状況の把握等につい

て定めています。 

 

第３節 計画の期間 

 この計画の計画期間は、平成 25 年度から平成 29 年度までの５か年としま

す。 

 なお、計画期間内であっても、急激な社会情勢の変化等があった場合には、

必要に応じて見直しを行うこととします。 
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計画の背景 



第２章 計画の背景 

第１節 地勢及び交通 

 本県は、関東地方の中央部から西部にわたる地域を占め、東は茨城、千葉、

西は長野、山梨、南は東京、北は群馬、栃木の１都６県に接しています。 

 面積は約 3,79８k㎡で、東西約 103 ㎞、南北約 52 ㎞の内陸県です。 

 地形は、大きく西部の山地と東部の平地に二分されています。東部の平地は

さらに県中央部の台地と、県東部の低地に分かれています。平地は、全面積

の３分の２ほどで、平地の占める割合は全国的にも高い割合を示しています。 

 西部の山地は、関東山地の北部を占め、2,000ｍ級の山々が連なり、これを

秩父山地と総称しています。この秩父山地に源を発する荒川は、県南の中央

部の平野を北から南へと流れ、東部と西部の地域に分けています。 

 本県は、首都東京に隣接し、様々な情報に接する機会に恵まれ、発達した公

共交通機関や道路網を持つという都市の魅力と、水と緑に恵まれた田園の魅

力を併せ持っています。 

 本県では、東京に向けて発達した南北方向の鉄道網や道路網が整備されてい

ます。また、県内を東西に結ぶ東京外環自動車道や首都圏中央連絡自動車道

といった幹線道路の整備も進められ、東日本の交通の要衝となっています。 
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第２節 人口 

１  人口の動き 

 本県の人口は、我が国の経済が高度成長期に入った昭和35年頃から社会増

加を大きな要因として急激に増加しました。さらに昭和40年代後半には、

戦後の第１次ベビーブーム世代が出産適齢期に入ったことから第２次ベビ

ーブームが起こり、自然増加も拡大しました。 

 昭和50年代に入ると、第１次オイルショックを契機とする経済の低成長化

に伴い、大都市圏への人口移動が沈静化しました。また、第２次ベビーブー

ム期が過ぎたこともあり、本県の人口増加率は鈍化しました。その後、昭和

60年代の初期は首都圏への人口の再集中などにより、本県への人口流入が

再び加速されましたが、現在は沈静化しています。 

 この結果、昭和35年の約243万人から昭和60年には約586万人、平成22

年には約719万人に達しました。全国でも人口増加の著しい県となってい

ましたが、平成17年から平成22年の５年間の人口増加率は2.0％と、緩や

かな人口増加となっています。 

 このため、本県の人口は、今後しばらくは緩やかに増加するものの、数年の

うちに減少に転じるものと予測されます。 

 

■埼玉県の総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 注）各年の増加率は各５年間の増加率です。平成27年以降は推計値です。 

  資料：平成22年までは国勢調査（総務省）、平成27年度以降は埼玉県推計 
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２  人口構成 

 本県では、今後、15歳未満の年少人口と15歳から64歳までの生産年齢人

口の割合は減少することが予測されます。 

 65歳以上の老年人口の割合は増加することが予測され、特に75歳以上の人

口は、平成37年には約122万人と、平成22年の約2倍になるものと見込ま

れます。 

 高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の割合）は、平成22年の国勢調

査によると、全国平均の23.0％に対し、本県は20.4％と全国で５番目に低

い状況となっています。今後、平成27年には本県の高齢化率は約25％、平

成４２年には約30％になるものと見込まれます。 
 

■人口構成の見通し（埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  資料：平成22年までは国勢調査（総務省）、平成27年度以降は埼玉県推計 
 

■高齢化率の見通し（埼玉県・全国） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   資料：平成22年までは国勢調査（総務省） 
      平成27年度以降は埼玉県推計、日本の将来推計人口（平成24年1月 国立社会保障・人口

問題研究所） 
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３  人口動態 

（１） 出生 

 平成23年の出生数は58,059人、出生率(人口千対)は8.2となっており、全

国の出生率8.3を若干下回っています。 

 出生率の年次推移をみると、第２次ベビーブームの昭和46年の24.0以降低

下を続け、平成元年に10.1となりました。 

 その後10.0前後で推移していましたが、平成１３年から５年連続で減少し

ました。 

 平成１８年は６年ぶりに増加しましたが、平成１9年からは再び減少してい

ます。 
 

■出生数・率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計(厚生労働省) 
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（２） 死亡 

 平成23年の死亡数は57,670人、死亡率(人口千対)は8.1となっており、全

国の死亡率9.9に対し、1.8ポイント低くなっています。 

 死亡率の年次推移は、昭和38年以降全国平均を下回り、低下傾向を示して

いましたが、昭和61年以降上昇傾向に転じています。 

 

■死亡率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：人口動態統計(厚生労働省) 
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（３） 主要死因別死亡 

 平成23年の死因別死亡数は、悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患のいわゆ

る三大生活習慣病が32,999人で、死亡総数の57.2％を占めています。 

 悪性新生物による死亡は、昭和56年以降死因順位の第１位を占めるととも

に、一貫して増え続け、平成23年には死亡率（人口10万対）で244.8とな

っています。 

 心疾患による死亡は、昭和29年以降昭和59年まで死因順位の第３位を占め

ていました。しかし、昭和60年に脳血管疾患と入れ替わって第２位となり、

悪性新生物による死亡と同様、平成５年まで一貫して増加しました。その後、

平成７年の死亡診断書の記載方法改正による影響等から一時減少しました

が、平成９年から再び増加傾向に転じています。 

 脳血管疾患による死亡は、昭和24年以降死因のトップを占めてきましたが、

昭和36年をピークに低下を続け、昭和56年には悪性新生物と入れ替わって

第２位となりました。さらに、昭和60年には心疾患と入れ替わって第３位

となり、その後、横ばい傾向となっていますが、平成23年に肺炎と入れ替

わりました。これにより、死因順位は、肺炎が第３位、脳血管疾患が第４位

となっています。 
 

■三大生活習慣病死亡率の年次推移（埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
注）平成７年の死因順位（心疾患と脳血管疾患の入れ替わり）は、「第10回修正疾病、傷病及び死因統

計分類（ICD-10）」の適用による死因分類の変更、死亡診断書等の改正が行われたことに留意する
必要があります。 

資料：人口動態統計（厚生労働省） 
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■死因別の死亡総数に占める割合（平成23年） 

 

資料：人口動態統計(厚生労働省) 

 

 

資料：人口動態統計(厚生労働省) 

 

 

死亡総数 

1,253,066 人 

死亡総数 

57,670 人 
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（４） 乳児死亡及び新生児死亡 

 平成23年の乳児死亡＊は109人で、乳児死亡率＊(出生千対)は1.9となって

います。 

 このうち、新生児死亡は48人で、新生児死亡率(出生千対)は0.8となってい

ます。 

 乳児死亡率及び新生児死亡率の推移をみると、一時的に上昇している年もあ

りますが、長期的には低下傾向にあります。 

 

■乳児死亡率及び新生児死亡率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計(厚生労働省) 
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（５） 周産期死亡 

 平成23年の周産期死亡＊は255人(胎)、周産期死亡率(出産千対)は4.4とな

っています。 

 周産期死亡率の年次推移は、本県、全国平均ともに長期的には低下傾向を示

しています。 

 

■周産期死亡率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）平成６年の調査までは、妊娠満28週以後の死産及び早期新生児死亡を周産期死亡としていました

が、平成７年の調査から妊娠満22週以後の死産及び早期新生児死亡を周産期死亡とすることとな
りました。 

資料：人口動態統計（厚生労働省） 
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第３節 保健医療の概況 

１  受療等の状況 

（１） 受療率(人口10万対) 

 ア 入院・外来受療率 

 県民の入院受療率＊は741(全国1,090)であり、都道府県の中で、低率順で

第１位の神奈川県、第２位の千葉県に次いで第３位となっています。 

 外来受療率は4,586(同5,376)であり、低率順で第１位の沖縄県、第２位の

神奈川県に次いで第3位となっています。 
 

■受療率（人口10万対）（平成20年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「平成 20 年患者調査」 
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■受療率（人口 10 万対）入院：全国平均 1,090 人との差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■受療率（人口 10 万対）外来：全国平均 5,376 人との差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 イ 医療施設種類別入院・外来受療率 

 

 県民の入院受療率を医療施設の種類別にみると、病院724(全国1,044)、 

一般診療所17(同47)となっています。 

 外来受療率についてみると、病院1,186(同1,353)、一般診療所2,458(同

2,998)、歯科診療所942(同1,025)となっています。 
 

 ウ 傷病大分類別受療率 

 

 傷病大分類別に受療率をみると、入院では「循環器系の疾患」が152と最

も多くなっています。次いで「精神及び行動の障害」の149、「新生物」の

96の順となっています。 

 外来では、「消化器系の疾患」が881と最も高く、次いで「筋骨格系及び結

合組織の疾患」の622、「循環器系の疾患」の500の順となっています。 

資料：厚生労働省「平成 20 年患者調査」 

資料：厚生労働省「平成 20 年患者調査」 

△349 

△790 
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■傷病大分類別受療率（人口10万対）（平成20年 埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 性・年齢階級別受療率 

 

 受療率を性別にみると、男性では入院が710、外来が3,929、女性では入

院が772、外来が5,252となっています。 

 これを年齢階級別にみると、男性の入院では5～14歳の75を最低に、同じ

く外来では15～24歳の1,443を最低として、年齢とともに上昇傾向を示し

ています。女性は、男性同様、入院では5～14歳の66、外来では15～24

歳の2,443を最低に、おおむね年齢とともに上昇傾向を示しています。 

 

■性・年齢階級別に見た受療率（人口10万対）（平成20年 埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「平成 20 年患者調査」 
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（２） 病院病床の利用状況 

 

 平成22年の病院の入院患者の平均在院日数は、全国の32.5日に対し、33.2

日(在院日数の短い方からの全国順位で第21位)となっています。このうち

介護療養病床を除く平均在院日数は、全国の30.7日に対し、31.9日(同第

23位)となっています。 

 病床利用率を病床種別にみると、一般病床では全国の76.6%に対し、

75.4%(全国高率順位第30位)となっています。療養病床では全国の91.7％

に対し、91.3％（同第28位）となっています。精神病床では全国の89.6%

に対し、91.7%(同第15位)、結核病床では全国の36.5%に対し、44.3%(同

第13位)となっています。 
 
■病院の平均在院日数（平成22年）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

資料：厚生労働省「平成 22 年病院報告」 
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■病院の一般病床及び療養病床の利用率（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「平成 22 年病院報告」 
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（３） 入院患者数 

 

 平成20年の患者調査によると、調査日当日に、県内の医療施設で受療した

入院患者の総数は52,300人となっています。このうち県民は44,900人

(85.6%)となっています。 

 県外からの流入患者は、7,400人(同14.1%)であり、主な流入元は、東京

都(5,300人)、千葉県(400人)、群馬県・神奈川県(各300人)、茨城県(200

人)、栃木県(100人)となっています。 

 また、入院受療した県民の総数は52,700人で、県外の医療施設で受療した

県民は7,800人(14.8%)となっています。 

 県外への主な流出先は、東京都(5,000人)、千葉県(800人)、群馬県(700

人)、茨城県(300人)、神奈川県・栃木県(各200人)となっています。 

 

（４） 外来患者数 

 

 県内の医療施設で受療した外来患者の総数は304,600人となっています。

このうち県民は294,000人(96.5%)となっています。 

 県外からの流入外来患者は10,600人(同3.5%)であり、主な流入元は東京

都(4,500人)、千葉県(600人)、群馬県(500人)、茨城県(300人)、神奈川

県(200人)、栃木県(100人)となっています。 

 また、外来受療した県民の総数は326,200人で、県外の医療施設で受療し

た県民は32,200人(9.9%)となっています。 

 県外への主な流出先は、東京都(27,700人)、群馬県(1,600人)、千葉県(800

人)、神奈川県(600人)、茨城県(500人)、栃木県(400人)となっています。 
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２  保健医療施設等 

（１） 保健衛生施設 

 

 ア 保健所 

 

 本県が設置する保健所は、県民の健康と生活を守る地域保健の広域的・専門

的・技術的拠点としての役割を果たします。市町村や医師会をはじめとする

保健・医療・福祉関係機関と連携して、この計画の作成及び推進を図る役割

も有しています。 

  〔13か所〕 

 

 また、都道府県のほか、地方自治法に定める指定都市及び中核市、地域保健

法施行令に定める市並びに特別区も保健所を設置しています。 

 〔２か所：さいたま市、川越市〕 

 

 イ 市町村保健センター 

 

 市町村保健センターは、地域の住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診

査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的として全市町村に設

置されています。 

 

■保健所管内図 
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ウ その他の施設 

 

（ア） 埼玉県衛生研究所 

 衛生研究所は、本県の衛生行政の科学的、技術的中核機関です。関係行政部

局と緊密な連携の下に、公衆衛生の向上を図るため、調査研究、試験検査、

研修指導及び公衆衛生の情報等の収集、解析、提供を行っています。 

 

（イ） 埼玉県食肉衛生検査センター 

 食肉衛生検査センターは、安全な食肉・食鳥肉を供給するための検査施設で

す。主な業務として、ＢＳＥ検査や精密検査を行う本所を中核に、県内の６

か所のと畜場、３か所の大規模食鳥処理場に検査員を配置して、と畜検査、

食鳥検査で病気の排除を行っています。 

 また、獣畜・家禽等に由来する感染症や寄生虫の調査、と畜場や食鳥処理場

等の衛生保持の指導監督などを行い、食肉・食鳥肉の衛生の向上に努めてい

ます。 

 

（ウ） 埼玉県動物指導センター 

 動物指導センターは、ふれあい教室やしつけ方教室などを通じて動物の愛護

や正しい飼い方の普及啓発を行っています。 

 また、猫に関する相談・指導、動物由来感染症＊の予防及びアニマルセラピ

ー活動＊の推進等を行っています。 

 

（エ） 埼玉県県民健康福祉村 

 県民健康福祉村は、健康づくりの拠点施設として指導者の養成・研修、実践

指導を行っています。このほか健康づくりに関する調査・研究や情報収集・

提供を行っています。 
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（２）  医療施設等 

 

 ア 病院 

 

 平成22年10月１日現在(医療施設調査)の病院は348施設であり、人口10

万対では、全国の6.8に対し4.8となっています。 

 開設主体別の割合は、国立・公的病院30施設、民間病院318施設となって

います。 

 

 イ 一般診療所 

 

 平成22年10月１日現在の一般診療所は4,055施設であり、人口10万対で

は、全国の78.0に対し56.4となっています。 

 

 ウ 歯科診療所 

 

 平成22年10月１日現在の歯科診療所は3,407施設であり、人口10万対で

は、全国の53.4に対し47.4となっています。 

 

■医療施設数の推移（埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「医療施設調査」 

 

施設 率 
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■病床数の推移(埼玉県) 
区分 50年 55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年 22年 

 

病

床

数 

病床総数 27,041 36,269 47,260 59,135 59,348 60,775 62,512 62,790 

一般病床 16,934 25,321 35,618 45,917 46,198 47,404 33,865 34,841 

療養病床 － － － － － － 14,406 12,939 

精神病床 7,089 9,006 10,057 11,766 11,980 12,729 13,928 14,789 

結核病床 2,515 1,667 1,351 1,188 896 586 273 191 

  感染症病床 494 275 234 264 274 56 40 30 

 一般診療所 6,781 7,743 7,672 7,515 7,081 5,586 4,091 3,805 

 病床総数 560.9 669.1 807.2 923.3 878.0 876.0 886.2 872.7 

人  一般病床 351.3 467.1 608.3 716.9 683.5 683.3 480.1 484.3 

口 療養病床 － － － － － － 204.2 179.8 

10 精神病床 147.2 166.8 171.8 183.7 177.2 183.5 197.4 205.5 

万 結核病床 52.2 30.9 23.1 18.5 13.3 8.4 3.9 2.7 

対 感染症病床 10.2 5.1 4.0 4.1 4.1 0.8 0.6 0.4 

 一般診療所 140.6 142.9 130.8 117.3 104.8 80.5 58.0 52.9 
 
※1 平成12年医療法改正に基づき、新たに「一般病床」及び「療養病床」の種別が定義付けられました。また、平

成15年8月末日までの経過措置を経て、明確に区分されました。 
※2 平成11年4月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、「感染症病床」

が定義付けられました。なお、平成7年以前の「感染症病床」は、伝染病予防法(旧法)に基づく「伝染病床」の

数値です。 
資料：厚生労働省「医療施設調査」 
 
 エ 救急医療施設等 
 
 本県の救急医療体制は、病気やけがの症状の度合いに応じ、次の体制を整備

しています。 

 ① 外来治療を必要とする軽症の救急患者に対する初期救急医療体制 

 ② 入院治療を必要とする重症の救急患者に対応する第二次救急医療体制 

 ③ 重篤な救急患者に対応する第三次救急医療体制 

 初期救急医療は、在宅当番医制、休日夜間急患センター、休日歯科診療所及

び在宅歯科当番医により実施されています。 

 第二次救急医療は、第二次救急医療圏ごとに病院群輪番制方式により実施さ

れています。 

 第三次救急医療は、救命救急センターを中心に実施されています。 

 
■救命救急センター 
 設 置 施 設 名 運営開始時期   
 ①  さいたま赤十字病院救命救急センター    昭和55年７月  

 ②  埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター    昭和62年４月  

 ③  深谷赤十字病院救命救急センター    平成４年４月  

 ④  防衛医科大学校病院救命救急センター    平成４年９月  

 ⑤  川口市立医療センター救命救急センター    平成６年５月  

  ⑥  獨協医科大学越谷病院救命救急センター    平成10年５月   
 ⑦  埼玉医科大学国際医療センター救命救急センター    平成20年６月  
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■第二次救急医療圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■救命救急センター配置図 
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 オ 精神科救急施設 
 
 本県の精神科救急医療体制は、県内を二つの圏域に区分し、輪番医療機関と

常時対応施設により実施されています。 

 

■精神科救急医療圏 

第２精神科救急医療圏

輪番参加病院：１８ 輪番参加病院：１７

●

●

常時対応施設
埼玉医科大学病院
（毛呂山町）

対象：身体合併症

常時対応施設
県立精神医療センター

（伊奈町）
対象：治療困難者

第１精神科救急医療圏

平成２４年４月１日現在

 カ 薬局 

 

 平成23年3月31日現在の薬局は2,488施設となっています。 

 

■薬局数の推移 

                                              （単位：か所）  

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

2,026 2,100 2,141 2,107 2,247 2,298 2,326 2,400 2,450 2,488 

   資料：県薬務課 
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（３）  保健医療従事者 

 

 ア 医師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内の届出医師は 10,689 人となっていま

す。 

 

イ 歯科医師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内の届出歯科医師は 5,055 人となってい

ます。 

 

ウ 薬剤師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内の届出薬剤師は 13,417 人となってい

ます。 

 

 

■医師・歯科医師・薬剤師数の推移（埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）届出医師数、歯科医師数、薬剤師数は、従業地として届出のあったものの総数です。 
資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

 

 

 

人 率 
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エ 保健師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内で従事している保健師は 1,670 人とな

っています。 

 

オ 助産師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内で従事している助産師は 1,182 人とな

っています。 

 

カ 看護師及び准看護師 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内で従事している看護師は 35,031 人、

准看護師は 15,409 人となっています。 

 

■保健師・助産師・看護師及び准看護師数の推移（埼玉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」 

 

 

 

人 率 
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キ 歯科衛生士 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内で従事している歯科衛生士は 4,471 人

となっています。 

 

ク 歯科技工士 

 

 平成 22 年１２月３１日現在、県内で従事している歯科技工士は 1,206 人

となっています。 

 

■歯科衛生士・歯科技工士数の推移（埼玉県） 

 

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」 
 

ケ 管理栄養士及び栄養士 

 

 平成 22 年３月３１日現在、県内で従事している栄養士は 4,204 人、うち

管理栄養士は 1,666 人となっています。 

 

■栄養士数の推移 

                                                   （単位：人） 

平成8年度 10年度 12年度 14年度 16年度 18年度 20年度 22年度 

2,697 2,991 3,344 4,029 3,501 3,557 3,801 4,204 

資料：県健康長寿課調べ 

率 人 
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コ 精神保健福祉士 

 

 平成 2４年８月３１日現在、県内住所を有する精神保健福祉士は 2,924 人

となっています。 

資料：（公財）社会福祉振興・試験センター 

 

サ その他の医療従事者 

 

（ア） 病院の医療従事者 

 

 平成 2２年１０月１日現在、県内の病院で従事している主な専門職員（常勤

換算数）は、理学療法士 1,997.0 人、作業療法士 1,209.5 人、視能訓練

士 147.4 人、言語聴覚士 406.8 人、診療放射線技師及び診療エックス線

技師 1,690.0 人、臨床検査技師及び衛生検査技師 1,970.2 人、臨床工学

技士 619.5 人などとなっています。 

資料：厚生労働省「病院報告」 

 

（イ） 一般診療所の医療従事者 

 

 平成 2０年１０月１日現在、県内の一般診療所で従事している主な専門職員

（常勤換算数）は、理学療法士 235.3 人、作業療法士 70.9 人、視能訓練

士 107.5 人、言語聴覚士 22.4 人、診療放射線技師及び診療エックス線技

師 398.6 人、臨床検査技師及び衛生検査技師 495.8 人、臨床工学技士

258.6 人などとなっています。 

資料：厚生労働省「医療施設調査」 
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第４節 医療費の概況 

１  医療費の状況 

 平成 20 年度の本県の医療費（総額）は 1 兆 6，393 億円、うち高齢者医

療費は 3，809 億円であり、高齢化の進展や医療技術の高度化等に伴い、

平成 2 年度の本県の医療費（総額）8，068 億円、うち高齢者医療費 1，

820 億円に対し、約 2 倍に増加しています。 
 

本県の医療費の推移 

区 分 平成 2 年度 平成 20 年度 

医療費（総額） 8，068 億円 1 兆 6，393 億円 

 高齢者医療費 1，820 億円 3，809 億円 
 
注）平成 18 年度の医療制度改革により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に

改正されました。これにより、70 歳以上を対象とした老人保健制度に代わって、平成 20 年 4 月か
ら 75 歳以上を対象にした後期高齢者医療制度が創設されました。 

     なお、高齢者医療費欄の平成2年度は老人保健法に基づく医療費、平成20年度は後期高齢者
医療制度に基づく医療費です。 

   資料：厚生労働省「国民医療費、老人医療事業年報、後期高齢者医療事業年報」 

 

■本県の医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
資料：厚生労働省「国民医療費」 

 
 

後期高齢者医療費の推移 

  
資料：厚生労働省「後期高齢者医療事業年報」 

区 分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

後期高齢者医療費 3，809 億円 4，475 億円 4，827 億円 

対前年度伸び率 ─ 17．5％ 7．9％ 
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２  一人当たりの医療費の状況 

 平成２０年度の本県における一人当たり医療費は 23 万 1 千円、全国平均は

27 万 3 千円であり、全国で 2 番目に低額となっています。 

 

一人当たり医療費の比較 

区 分 埼玉県 全国平均 

一人当たり医療費 23 万 1 千円 27 万 3 千円 

   資料：厚生労働省「Ｈ２０年度国民医療費」 

 

■一人当たり医療費の全国比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「Ｈ２０年度国民医療費」 

 

 平成２２年度の本県における一人当たり後期高齢者医療費は 83 万 6 千円、

全国平均は 90 万 5 千円であり、全国で 17 番目に低額となっています。ま

た、本県の対前年度伸び率は 2.2%であり、全国平均の 2.6％に対し、やや

低くなっています。 

 

一人当たり後期高齢者医療費の比較 

区 分 埼玉県 全国平均 

一人当たり 

後期高齢者医療費 

83 万 6 千円 90 万 5 千円 

対前年度伸び率 2.2％ 2.6％ 

   資料：厚生労働省「H22 年度後期高齢者医療事業年報」 
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■一人当たり後期高齢者医療費の全国比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「H22 年度後期高齢者医療事業年報」 

 

 平成２２年度の 6５歳以上の国民一人当たり医療費は７０万２千円であり、

6５歳未満の国民一人当たり医療費の 16 万９千円に対し、4 倍以上となっ

ています。 

年齢別一人当たり医療費の比較 

区 分 6５歳未満 6５歳以上 

一人当たり医療費 16 万９千円 ７０万２千円 

   資料：厚生労働省「Ｈ２２年度国民医療費」 

 

■年齢階級別一人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「Ｈ２２年度国民医療費」 
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                 第１節 基本理念及び基本目標 

                 第２節 方向 

                                                 

第 ３ 章 

  

基本理念及び基本目標と方向 



第３章 基本理念及び基本目標と方向 

第１節 基本理念及び基本目標 

 

 急速に高齢化が進展する中、いつまでも健康を実感しながら、いきいきとし

た暮らしを送ることは県民一人一人の願いです。 

 そこで、「県民の医療に対する安心、信頼の確保」、「良質な医療を効率的に

提供する体制の確保」、「生涯を通じた健康の確保」をこの計画の基本理念と

して設定しました。 

 さらに、この基本理念を踏まえ、基本目標を次のとおり設定しました。 

 

《基本目標》 

 健康でしあわせな社会をつくるため、福祉と連携した保健医療を充実する 

 

第２節 方向 

 基本目標を具体化するために、次のとおり四つの方向を定め、保健医療の総

合的な推進を図ります。 

 

《方向》 

 質が高く効率的な医療提供体制の確保 

 生涯を通じた健康づくり体制の確立 

 安心・安全なくらしを守る健康危機管理体制の構築 

 健康の保持と医療の効率的な提供による医療費の適正化 
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               第１節 保健医療圏の設定 

                    第２節 本県における保健医療圏 

                           第３節 基準病床数 

                                                 

第 ４ 章 

  

保健医療圏及び基準病床数 



第４章 保健医療圏及び基準病床数 

第１節 保健医療圏の設定 

 医療法第 30 条の４第２項は医療計画に定めるべき事項を掲げています。そ

の一つとして、同項第９号は、主として病院の病床及び診療所の病床の整備

を図るべき地域的単位として区分する区域の設定を掲げています。 

 また、同項第10号は、第9号で定めた区域を複数併せたより広域的な区域

の設定も掲げています。これは、特殊な医療を提供する病院の療養病床又は

一般病床であって当該医療に係るものの整備を図るべき地域単位としての

区域とされています。 

 

第２節 本県における保健医療圏 

 本県では、第１次の医療計画で、一次、二次、三次の保健医療圏を設定しま

した。以来、この医療圏ごとに病床等をはじめとする保健医療サービス提供

体制の整備を図ってきました。 

 この計画においては、二次保健医療圏を医療法第30条の４第２項第9号の

区域、三次保健医療圏を同項第10号の区域として設定します。 

 

１  一次保健医療圏 

 一次保健医療圏は、県民が医師等に最初に接し、診療や保健指導を受ける圏

域です。日常生活に密着した保健医療サービスが提供され、完結するよう、

おおむね市町村の区域としています。 

 高齢者の医療の確保に関する法律で、県民に対する特定健診・保健指導は、

保険者の役割として明確化されています。市町村は国民健康保険の保険者で

すので、一次保健医療圏は特定健診・保健指導の基礎的な区域にもなってい

ます。 

 

２  二次保健医療圏 

 二次保健医療圏は、病院における入院医療の提供体制を整備することが相当

と認められる地域単位です。 

 本県では、第１次の医療計画策定時に九つの二次保健医療圏を設定しました

が、県の前総合計画である｢ゆとりとチャンスの埼玉プラン｣（計画期間：平

成 19 年度～23 年度）地域別計画が策定されたことから、この地域区分と
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整合を図るため、平成 22 年 4 月から二次保健医療圏を変更しました。 

 ｢ゆとりとチャンスの埼玉プラン｣地域別計画の地域区分は、地域特性の共通

性や日常生活圏の一体性に配慮し、保健医療や日常の買物行動、地域のまと

まりに影響を与える鉄道や道路などの交通軸、政令指定都市の区域などを考

慮して設定されたものであり、現行の埼玉県 5 か年計画（計画期間：平成

24 年度～28 年度）に引き継がれています。 

 また、保健医療サービスの一層の充実を図るため、人口や面積の大きい二次

保健医療圏に副次圏を設定しています。 

 二次保健医療圏の区域は表のとおりです。 

 

■保健医療圏 
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■二次保健医療圏及び圏域内市町村 

二次保健医療圏 圏域内市町村 
（参考） 

圏域内保健所 

 南部保健医療圏  川口市・蕨市・戸田市 川口保健所 

 南西部保健医療圏  朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ 

ふじみ野市・三芳町 

朝霞保健所 

 東部保健医療圏 

副 

次 

圏 

 東部(北)保健医療圏  春日部市・越谷市・松伏町 春日部保健所 

 東部(南)保健医療圏  草加市・八潮市・三郷市・吉川市 草加保健所 

 さいたま保健医療圏  さいたま市 さいたま市保健所 

 県央保健医療圏  鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町 鴻巣保健所 

 川越比企保健医療圏 

副

次

圏 

 川越比企(北)保健医療圏  東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・ 

 吉見町・ときがわ町・東秩父村  

東松山保健所 

 川越比企(南)保健医療圏  坂戸市・鶴ケ島市・毛呂山町・越生町・鳩山町 坂戸保健所 

 川越市 川越市保健所 

 西部保健医療圏  所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市 狭山保健所 

 利根保健医療圏  

副 

次

圏 

 利根(北)保健医療圏  行田市・加須市・羽生市 加須保健所 

 利根(南)保健医療圏  久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・ 

 杉戸町 

幸手保健所 

 北部保健医療圏  

副 

次 

圏 

 北部(東)保健医療圏  熊谷市・深谷市・寄居町 熊谷保健所 

 北部(西)保健医療圏  本庄市・美里町・神川町・上里町 本庄保健所 

 秩父保健医療圏  秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 秩父保健所 

 

３  三次保健医療圏 

 三次保健医療圏は、専門的かつ特殊な保健医療サービスを提供するものです。 

 最も広域的な対応が必要となるため、埼玉県全域の区域としています。 
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第３節 基準病床数 

 基準病床数は、医療法第 30 条の４第２項第 11 号の規定に基づき定めるも

のです。 

 既存病床数が基準病床数を超える場合には、原則として病床の新設又は増加

が抑制されます。 

 ただし、診療所の一般病床については、医療法施行規則第１条の 14 第７項

第１号から第３号までに該当するものとして医療審議会の議を経たときは、

届出により設置することができます。 

 なお、届出により一般病床を設置し又は設置予定の診療所の名称については、

本計画への掲載に代えて 県ホームページ により公表します。 

 

１  療養病床及び一般病床 

 療養病床及び一般病床は、医療法施行規則に規定する算定式に基づき、二次

保健医療圏ごとに定めることとされています。算定に当たっては、一定の範

囲内で病床数の加算ができます。なお、病床数の加算の上限は７８０床です。 

 二次保健医療圏ごとの基準病床数の加算については、充実を求められる医療

機能を踏まえ、定めるものとします。 

                             （参 考） 

二次保健医療圏 加算前の 

基準病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   既存病床数 

南 部 保 健 医 療 圏 

南 西 部 保 健医 療 圏 

東 部 保 健 医 療 圏 

さいたま保健医療圏 

県 央 保 健 医 療 圏 

川越比企保健医療圏 

西 部 保 健 医 療 圏 

利 根 保 健 医 療 圏 

北 部 保 健 医 療 圏 

秩 父 保 健 医 療 圏 

     ４，６０９ 

     ４，３７６ 

     ７，６８０ 

     ７，４０２ 

     ３，３００ 

     ６，３３６ 

     ７，５６７ 

     ３，４４５ 

     ３，５５０ 

         ５７８ 

   ４，３５５ 

   ４，３７６ 

   ７，６６７ 

   ６，９７６ 

   ３，２８８ 

   ６，７８１ 

   ７，５５０ 

   ４，１６４ 

   ３，５６７ 

      ７５７ 

計 ４８，８４３   ４９，４８１ 

                         （平成 26 年 3 月末日現在） 
 

病床数の加算の上限        ７８０    
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■病床数の加算の考え方 

 本県の地域医療に必要な病床や救急・周産期など喫緊の医療課題並びに医師

の確保及び育成に対応する病院等の整備計画について、知事が適当と認める

計画を採用します。 

 なお、採用に当たっては、医療圏ごとの病床の過不足や必要な医療機能の整

備状況などを勘案して決定します。 

■加算の対象 

（１）医師の確保及び育成に資する病院等 

（２）地域医療に必要な病床等 

 がん、脳卒中、急性心筋梗塞に対応する高度専門医療  

 小児医療（小児救急に関するものに限る。）  

 周産期母子医療センター、分娩施設など周産期医療  

 救命救急センター、第二次救急、身体合併症を有する精神疾患患者の身

体疾患などに対応する救急医療  

 災害拠点病院など災害時医療 

 地域医療支援病院、在宅療養支援病院など在宅医療  

 回復期、発達障害児などに対応するリハビリテーション医療 

 神経難病医療、緩和ケア、後天性免疫不全症候群に対応する医療 など 

 

２  精神病床、結核病床及び感染症病床 

 病院の精神病床、結核病床及び感染症病床も、医療法施行規則に規定する算

定式に基づき定めることとされています。しかし、二次保健医療圏ごとでは

なく、県の区域（三次保健医療圏）全体の病床数とされており、次のとおり

とします。 

                                                        （参 考） 

医療圏 病床種別 基準病床数  既存病床数 

全県域 

精 神 病 床 １３，６７５   １４，１５１ 

結 核 病 床 １１８      １７１ 

感染症病床           ８５       ４２ 

                         （平成 26 年 3 月末日現在） 
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